
教育委員会定例会日程 

平成２７年９月２９日 

１ 開 会 

２ 前回議事録の承認 

３ 議事録署名委員の決定

４ 議事 

 日程第１

  報告第１３号

   事務の臨時代理の報告（小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例

の一部を改正する条例）について             （教育指導課）

 日程第２

  報告第１４号

   事務の臨時代理の報告（小田原市学校運営協議会の設置等に関する規則）に

ついて                         （教育指導課）

 日程第３

  議案第３０号

   学校運営協議会設置校の指定について           （教育指導課）

 日程第４

  議案第３１号

   新玉小学校学校運営協議会委員の任命について       （教育指導課）

 日程第５

  議案第３２号

   教育委員会委員長の選挙について             （教育総務課）

 日程第６

  議案第３３号

   教育委員会委員長職務代理者の指定について        （教育総務課）

５ その他

６ 閉 会 



報告第１３号 

   事務の臨時代理の報告（小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例

の一部を改正する条例）について 

 改正前の小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０

年小田原市教育委員会規則第４号）第４条第１項の規定により、別紙のとおり臨時

代理したので、同条第２項の規定により、これを報告する。

  平成２７年９月２９日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 
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   小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例 

 小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例（昭和４４年小田原市条例第５４号）の一部

を次のように改正する。 

 

改  正  後 

別表第４（第２条関係） 

区分 報酬額 

（略） 

幼稚園歯科医 年額 １７４，８００円以内 

学校運営協議会委員 年額 １０，０００円 

（略） 
 

  

 

改  正  前 

別表第４（第２条関係） 

区分 報酬額 

（略） 

幼稚園歯科医 年額 １７４，８００円以内 

（略） 
 

  

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

（理由） 

新たに設置する学校運営協議会委員の報酬額を定めるため提案するものであります。 
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小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例 

 ［改正理由］ 

新たに設置する学校運営協議会委員の報酬額を定めるため改正する。 

 ［内  容］ 

学校運営協議会委員の報酬額を次のように定めることとする。（別表第４関係） 

区       分 報   酬   額 

学校運営協議会委員 年 額 １０，０００円 

［適  用］ 

公布の日 



報告第１４号 

   事務の臨時代理の報告（小田原市学校運営協議会の設置等に関する規則）に

ついて 

 改正前の小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０

年小田原市教育委員会規則第４号）第４条第１項の規定により、別紙のとおり臨時

代理したので、同条第２項の規定により、これを報告する。

  平成２７年９月２９日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 



 

1 

 

   小田原市学校運営協議会の設置等に関する規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。

以下「法」という。）第４７条の５に規定する学校運営協議会（以下「協議会」という。）の

設置等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （設置） 

第２条 小田原市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、法第４７条の５第１項の規定

による指定（以下「指定」という。）をした学校（小田原市立学校条例（昭和３９年小田原市

条例第１３号）第２条の規定により設置された小学校及び中学校をいう。以下同じ。）に協議

会を置く。 

 （学校の指定等） 

第３条 指定を受けようとする学校の校長は、教育委員会に申請しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の規定による申請を行った学校が次に掲げる目的を達成できると認めると

きは、指定をすることができる。 

(1) 当該学校に在籍する児童又は生徒の保護者（以下「保護者」という。）並びに当該学校の通

学区域（学校教育法施行細則（昭和３０年小田原市教育委員会規則第３号）第５条第２項に規

定する通学区域をいう。）及びその周辺に住所を有する者（以下「地域住民」という。）の学

校運営への参画を促進し、信頼される学校づくりに取り組むこと。 

(2) 保護者及び地域住民（以下「保護者等」という。）と学校とが一体となって、学校運営の改

善及び児童又は生徒の健全育成に取り組むこと。 

３ 教育委員会は、指定をしようとするときは、あらかじめ当該指定をしようとする学校の保護者

等の意見を聴く機会を設けるものとする。 

４ 指定の期間は、３年以内とする。ただし、再指定をすることができる。 

５ 教育委員会は、指定をしたときは、速やかにその旨を告示するものとする。 

 （所掌事務等） 

第４条 協議会は、次に掲げる事務を行うこととする。 

(1) 指定を受けた学校（以下「指定学校」という。）の校長が当該指定学校の運営に関して作成

した次に掲げる事項についての基本的な方針（次項において「基本方針」という。）の承認に

関すること。 

ア 教育課程の編成に関する事項 

イ 学校経営計画に関する事項 

ウ ア及びイに掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項 

 (2) 指定学校の運営に関する事項に係る点検及び評価に関すること。 

２ 指定学校の校長は、前項第１号の承認を受けた基本方針に基づき、学校運営を行うものとする。 
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 （委員） 

第５条 協議会の委員（以下「委員」という。）は、指定学校ごとに１５人以内とし、次に掲げ

る者について教育委員会が任命する。 

 (1) 指定学校の保護者 

(2) 指定学校の地域住民 

(3) 指定学校の校長 

(4) 前３号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者 

２ 委員の任期は、１年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 委員は、非常勤の特別職職員とする。 

５ 第２項の規定にかかわらず、委員は、指定学校の指定の期間が満了したとき又は指定が取り消

されたときは、その身分を失う。 

６ 教育委員会は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができず、又は職務上の義務違反その他委

員たるに適しない行為があると認めるときは、当該委員を解任することができる。 

 （会長） 

第６条 協議会に会長を置き、前条第１項第３号に掲げる委員以外の委員のうちから委員の互選

により定める。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、前条第１項第３号に掲げる委員以外の委員の

うちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

 （会議） 

第７条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 （運営に関する情報提供等） 

第８条 協議会は、保護者等の意見、要望等を把握し、その運営に反映させるよう努めるものと

する。 

２ 協議会は、保護者等に対し、その活動状況に関する情報を提供するよう努めるものとする。 

 （指導及び助言） 

第９条 教育委員会は、協議会に対し、当該協議会の適正な運営を図るため、必要な指導及び助

言を行うことができる。 

 （学校の指定の取消し） 

第１０条 指定学校の校長は、当該指定学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれ
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があると認めるときは、教育委員会に対し、指定の取消しを要請することができる。 

２ 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定学校の指定を取り消さなければな

らない。 

 (1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合 

 (2) 協議会としての合意形成を行うことができないと認められる場合 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、協議会の運営が著しく適性を欠くことにより、当該指定学校の

運営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合 

３ 教育委員会は、指定学校の指定を取り消すときは、その旨を当該指定学校の校長に通知するも

のとする。 

４ 第３条第５項の規定は、第２項の規定による指定の取消しについて準用する。 

（秘密の保持） 

第１１条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とす

る。 

（庶務） 

第１２条 協議会の事務は、指定学校において処理する。 

 （委任） 

第１３条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定め

る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （小田原市教育長に対する事務委任等に関する規則の一部改正） 

２ 小田原市教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０年小田原市教育委員会規則第４

号）の一部を次のように改正する。 

 

改  正  後 改  正  前 

（委任） 

第２条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、

その権限に属する事務を教育長に委任する。 

(1)～(15) （略） 

(16) 学校運営協議会を設置する学校の指定

及び学校運営協議会の委員の任免に関する

こと。 

（委任） 

第２条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、

その権限に属する事務を教育長に委任する。 

(1)～(15) （略） 

(17) （略） (16) （略） 
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(18) （略） 

(19) （略） 

２ （略） 

(17) （略） 

(18) （略） 

２ （略） 

  

 

 （地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係教育委員会

規則の整備に関する規則附則第６項の規定によりなおその効力を有するものとされた同規則第５

条の規定による改正前の小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の一部改

正） 

３ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係教育委員会

規則の整備に関する規則（平成２７年小田原市教育委員会規則第９号）附則第６項の規定により

なおその効力を有するものとされた同規則第５条の規定による改正前の小田原市教育委員会教育

長に対する事務委任等に関する規則の一部を次のように改正する。 

 

改  正  後 改  正  前 

（付議事項） 

第３条 次に掲げる事項は、教育委員会会議に

付さなければならない。 

(1)～(17) （略） 

(18) 学校運営協議会を設置する学校の指定

及び学校運営協議会の委員の任免に関する

こと。 

(19) （略） 

(20) （略） 

（付議事項） 

第３条 次に掲げる事項は、教育委員会会議に

付さなければならない。 

(1)～(17) （略） 

 

 

 

(18) （略） 

(19) （略） 
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小田原市学校運営協議会の設置等に関する規則 

 ［制定理由］ 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に規定する学校運営協議会の設置等に

ついて必要な事項を定めるため制定する。 

 ［内  容］ 

  １ 設置（第２条関係） 

    小田原市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律の規定による指定（以下「指定」という。）をした学校

（市立小学校及び市立中学校をいう。以下同じ。）に学校運営協議会（以下「協

議会」という。）を置く。 

２ 学校の指定等（第３条関係） 

教育委員会は、学校が次に掲げる目標を達成できると認めるときは、指定をす

ることができることとするとともに、その指定の期間は３年以内とすることとす

る。 

   (1) 保護者及び地域住民（以下「保護者等」という。）の学校運営への参画を促

進し、信頼される学校づくりに取り組むこと。 

   (2) 保護者等と学校とが一体となって、学校運営の改善及び児童又は生徒の健全

育成に取り組むこと。 

  ３ 所掌事務等（第４条関係） 

    協議会は、次に掲げる事務を行うこととする。 

(1) 指定を受けた学校（以下「指定学校」という。）の校長が当該指定学校の運

営に関して作成した次に掲げる事項についての基本的な方針の承認に関するこ

と。 

ア 教育課程の編成に関する事項 

イ 学校経営計画に関する事項 

ウ ア及びイに掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項 

   (2) 指定学校の運営に関する事項に係る点検及び評価に関すること。 

  ４ 委員（第５条関係） 

    協議会の委員（以下「委員」という。）は、指定学校ごとに１５人以内とし、

次に掲げる者について教育委員会が任命することとするほか、その任期は１年以
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内とすることとする。 

  (1) 指定学校の保護者 

(2) 指定学校の地域住民 

(3) 指定学校の校長 

(4) (1)から(3)までに掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者 

  ５ 会長（第６条関係） 

    協議会に会長を置き、４(3)に掲げる委員以外の委員のうちから委員の互選に

より定めることとする。 

  ６ 会議（第７条関係） 

    協議会の会議は、会長が招集し、その議長となることとする。また、協議会は、

委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができないこととし、その議事は、

出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによることとす

る。 

  ７ 運営に関する情報提供等（第８条関係） 

    協議会は、保護者等の意見、要望等を把握し、その運営に反映させるよう努め

るものとするほか、保護者等に対し、その活動状況に関する情報を提供するよう

努めるものとする。 

  ８ 指導及び助言（第９条関係） 

    教育委員会は、協議会に対し、当該協議会の適正な運営を図るため、必要な指

導及び助言を行うことができることとする。 

  ９ 学校の指定の取消し（第１０条関係） 

   (1) 指定の取消しの要請 

指定学校の校長は、当該指定学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生ず

るおそれがあると認めるときは、教育委員会に対し、その指定の取消しを要請

することができることとする。 

   (2) 指定の取消し 

教育委員会は、次のいずれかに該当する場合は、指定学校の指定を取り消さ

なければならないこととする。 

ア 協議会のとしての活動の実態がないと認められる場合 

イ 協議会としての合意形成を行うことができないと認められる場合 
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ウ ア及びイに掲げるもののほか、協議会の運営が著しく適性を欠くことによ

り、当該指定学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがある

と認められる場合 

  １０ 秘密の保持（第１１条関係） 

    委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこととし、その職を退いた

後も、同様とすることとする。 

  １１ 庶務（第１２条関係） 

    協議会の事務は、指定学校において処理することとする。 

  １２ その他（附則第２項及び第３項関係） 

    小田原市学校運営協議会の設置等に関する規則が制定されることに伴う所要の

規定の整備を行うこととする。 

［適  用］ 

公布の日 



議案第３０号 

   学校運営協議会設置校の指定について 

 学校運営協議会設置校の指定について、議決を求める。

  平成２７年９月２９日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 







議案第３１号 

   新玉小学校学校運営協議会委員の任命について 

 新玉小学校学校運営協議会委員の任命について、議決を求める。

  平成２７年９月２９日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 



任期：平成２７年１０月１日～平成２８年３月３１日

№ 選 出 区 分 氏　　名 所　属　等

1 保護者 眞 壁 泰 光 新玉小学校ＰＴＡ会長

2 保護者 堀 由 季 新玉小学校ＰＴＡ副会長

3 保護者 清 水 綾 子 新玉小学校ＰＴＡ副会長

4 保護者 松 本 美 子 新玉連合子ども会会長

5 地域住民 飯 田 和 男 新玉地区自治会連合会長

6 地域住民 瀬 戸 信 夫 新玉小学校区育成協議会長

7 地域住民 石 井 理 美 新玉小学校薬剤師

8 地域住民 志 村 宗 男 元新玉小学校ＰＴＡ会長

9 地域住民 長谷部 寛子 新玉地区主任児童委員

10 校長 長 澤 貴 新玉小学校長

11 その他 納 今 日 子 新玉小学校教頭

12 その他 中 山 岩 男 新玉小学校総括教諭

新玉小学校　学校運営協議会委員名簿



議案第３２号 

   教育委員会委員長の選挙について 

 教育委員会委員長の選挙について、議決を求める。

  平成２７年９月２９日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 



議案第３３号 

   教育委員会委員長職務代理者の指定について 

 教育委員会委員長職務代理者の指定について、議決を求める。

  平成２７年９月２９日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 


